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１ 第 6次行政改革大綱・後期アクションプランの概要 

 

（１）後期アクションプランについて 

  第 6 次行政改革大綱・後期アクションプラン（以下「後期アクションプラン」という。）

は，第 6 次行政改革大綱を着実に推進するため，具体的な取組事項を定め，その実施時期

や数値目標などの達成水準を明らかにした実行計画である。 

 

（２）後期アクションプランの期間 

後期アクションプランの推進期間は，平成 25年度から平成 28年度までの 4年間。 

 

（３）後期アクションプランの取組項目 

  後期アクションプランの取組項目は，市の最上位計画である「ふるさと龍ケ崎戦略プラ

ン」との整合を図り，定めている。 

ふるさと龍ケ崎戦略プランでは、「戦略プランと行政改革大綱を政策実行の両輪として位

置付け，第 6 次行政改革大綱を着実に推進する中で，これまでの市政運営の進め方や考え

方を改善し，市民と行政との信頼関係の構築や財源の確保を図り，行財政改革と一体的に

取り組むこと」と位置付けている。 

  このため，後期アクションプランの取組項目は，ふるさと龍ケ崎戦略プランを推進する

ため，行政改革の視点で「信頼関係の構築」や「財源の確保」に関する取組項目を定めてい

る。 

 

 

図 ふるさと龍ケ崎戦略プランの実現に向けたイメージ図 

 

（４）第 6次行政改革大綱の進行管理 

  第 6 次行政改革大綱の進行管理は，市長を本部長とする行政経営推進本部と学識経験者

や公募市民などで構成する行政経営評価委員会で行う。 

 

 

 

ふるさと龍ケ崎戦略プランの推進 

政 

策 

実 

行 

信頼関係の構築 財源の確保 

第６次行政改革大綱の推進（業務改善） 
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２ 後期アクションプランの体系 

 

   

重点項目 取組方針

重点項目３
市民参画による市政運営
～市民の声を活かした市政運営を目指して～

重点項目１
仕事の成果と市民の納得
～市民から納得される仕事を目指して～

重点項目２
目指すべき職員像と経営強化
～市民から信頼される市役所を目指して～

重点項目４
市民との協働推進と役割点検
～市民とともに進めるまちづくりを目指して～

重点項目５
市民の視点から捉えた事務事業の総点検
～市民の視点での事業選択を目指して～

重点項目６
未来につながる安定した財政運営
～市民の未来につながる施策展開を目指して～

市
民
に
信
頼
さ
れ
る
市
政
を
実
現
し
よ
う

基本方針1

信
頼
と
一
体
感
の
あ
る
ま
ち
を
目
指
し
て

協
働
に
よ
る
市
政
を
実
現
し
よ
う

28

効
率
的
で
質
の
高
い
市
政
を
実
現
し
よ
う

基本方針2

基本方針3

目指すべき
市政運営

市民に分かりやすく情報を伝えます

市民の声に耳を傾けます

市民とともに財政状況をチェックします

市民の声を反映します

地域の力を高めます

市民が参画する機会を広げます

財政健全化の取組みを継続します

財政運営に関するルールを定めます

市民の利便性をアップします

施設を有効に活用します

団体の経営を見直します

仕事のあり方・進め方を見直します

職員のレベルアップを図ります

仕事の能率を高めます

市民と協力し合える環境をつくります
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推進項目 取組項目

1 積極的な情報公開
2 出前講座の拡大
3 情報発信システムの構築
4 市公式ホームページの充実と幅広い活用

5 市民参画の機会拡大

6 政策情報誌の発行

7 新たな広聴制度の構築

8 新たな市民満足度調査の実施
9 新しい市政モニター制度の構築

10 中核的な地域コミュニティの形成
11 地域担当職員制度の導入

12 人事評価制度の推進
13 新たな人材育成基本計画の策定

14 業務改善の推進

15 人的資源の最適配分の推進

16 効率的で柔軟な組織機構の構築
17 審議会・委員会等の見直し

18 まちづくりバンク・ポイント制度の構築
19 自治基本条例の制定
20 中核的な地域コミュニティの形成【再掲】
21 協働事業提案制度
22 公共施設里親制度の拡充
23 市民活動の支援
24 市民活動の啓発
25 政策情報誌の発行【再掲】
26 情報発信システムの構築【再掲】
27 新しい市政モニター制度の構築【再掲】
28 市公式ホームページの充実と幅広い活用【再掲】
29 市民参画の機会拡大【再掲】
30 地域担当職員制度の導入【再掲】
31 地域活動拠点の充実
32 新たなまちづくり補助金制度の活用促進
33 地域住民の意識啓発

34 龍・流連携事業に関する情報の発信
35 市民大学講座の充実
36 大学運動部のバックアップ
37 学生割引サービスの拡大
38 大学国際観光学科との連携
39 保育分野での連携
40 企業等との連携体制の構築

41 新たな行政評価制度の構築・推進

42 情報資産の利活用

43 指定管理者制度等の推進

44 窓口サービスの機能強化

45 公共施設再編成の基本方針の推進

  （前期アクションプランで実施・終了）

（前期アクションプランで実施・終了）

（前期アクションプランで実施・終了）

47 中期財政計画の推進

（前期アクションプランで実施・終了）

46 財政情報の公表

広聴機能の充実

職員の意識改革と資質向上

職員の業務能力の向上

市民の意見や提案の反映

市民との協働事業の推進

地域コミュニティの推進

市民参画の推進

中期財政計画の策定・推進

財政規律の強化

インフラ施設の長寿命化

外郭団体の経営改善

市民サービスの向上

柔軟で効率的な組織・機構の見直し

市民への説明機会の拡充

市民が知りたい情報の提供

定期的な市民の声の把握

定員管理の適正化

大学・企業等との連携・協力の推進

行政評価システムのレベルアップ

各職場における業務の総点検

民営化・民間委託の推進

広域行政の効率的推進

施設の有効活用

財政情報の公表

財政収支の把握

情報提供手段の充実

：後期アクションプランの取組項目 
 

：ふるさと龍ケ崎戦略プランの取組項目 

 （※ふるさと戦略プランの取組項目は参考として記載しています） 
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３ 後期アクションプランの取組状況 

 

後期アクションプランで定めた 17の取組項目に対する取組状況は，次のとおりである。 

 なお，各取組項目の詳細は，資料編 18頁以降を参照。 

 

（後期アクションプラン取組状況一覧表） 

重点 

項目 
№ 取組項目名 

取組事項 

の評価 

重点項目ごとの評価 

順調 

(完了) 

概ね 

順調 

遅れて 

いる 

見直し

が必要 

1 

1 積極的な情報公開 概ね順調 

1 

(3) 

3 

(4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 出前講座の拡大 概ね順調 

3 情報発信システムの構築 概ね順調 

4 市公式ホームページの充実と幅広い活用 概ね順調 

5 市民参画の機会拡大 概ね順調 

6 政策情報誌の発行 順  調 

7 新たな広聴制度の構築 概ね順調 

8 新たな市民満足度調査の実施 順  調 

9 新しい市政モニター制度の構築 概ね順調 

10 中核的な地域コミュニティの形成 順  調 

11 地域担当職員制度の導入 順  調 

2 

12 人事評価制度の推進 遅れている 

2 2 2 0 

13 新たな人材育成基本計画の策定 概ね順調 

14 業務改善の推進 概ね順調 

15 人的資源の最適配分の推進 遅れている 

16 効率的で柔軟な組織機構の構築 完  了 

17 審議会・委員会等の見直し 完  了 

3 

・ 

4 

18 まちづくりバンク・ポイント制度の構築 概ね順調 

(6) (10) (0) (0) 

19 自治基本条例の制定 概ね順調 

20 中核的な地域コミュニティの形成【再掲】 順  調 

21 協働事業提案制度 概ね順調 

22 公共施設里親制度の拡充 順  調 

23 市民活動の支援 概ね順調 

24 市民活動の啓発 概ね順調 

25 政策情報誌の発行【再掲】 順  調 

26 情報発信システムの構築【再掲】 概ね順調 

27 新しい市政モニター制度の構築【再掲】 概ね順調 

28 市公式ホームページの充実と幅広い活用【再掲】 概ね順調 

29 市民参画の機会拡大【再掲】 概ね順調 
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重点 

項目 
№ 取組項目名 

取組事項 

の評価 

重点項目ごとの評価 

順調 

(完了) 

概ね 

順調 

遅れて 

いる 

見直し

が必要 

 30 地域担当職員制度の導入【再掲】 順  調 

    
31 地域活動拠点の充実 順  調 

32 新たなまちづくり補助金制度の活用促進 概ね順調 

33 地域住民の意識啓発 順  調 

4 

34 龍・流連携事業に関する情報の発信 概ね順調 

(2) (3) (2) (0) 

35 市民大学講座の充実 順  調 

36 大学運動部のバックアップ 順  調 

37 学生割引サービスの拡大 遅れている 

38 大学国際観光学科との連携 概ね順調 

39 保育分野での連携 概ね順調 

40 企業等との連携体制の構築 遅れている 

5 

41 新たな行政評価制度の構築・推進 順  調 

1 4 0 0 

42 情報資産の利活用 概ね順調 

43 指定管理者制度等の推進 概ね順調 

44 窓口サービスの機能強化 概ね順調 

45 公共施設再編成の基本方針の推進 概ね順調 

6 
46 財政情報の公表 順  調 

1 1 0 0 
47 中期財政計画の推進 概ね順調 

合    計 
5 

(11) 

10 

(17) 

2 

(2) 

0 

(0) 

※（ ）はふるさと龍ケ崎戦略プランの取組項目の進捗評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：後期アクションプランの取組項目 
 

：ふるさと龍ケ崎戦略プランの取組項目 

 （※ふるさと戦略プランの取組項目は参考として記載しています） 
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４ 第 6次行政改革大綱の目標及び実績 

 

 第 6次行政改革大綱で定めた 6つの重点項目の目標及び実績は次のとおり。 

 

重点 

項目 
目  標 

ベース値 目標値 実績値 

H20 H28 H22 H25 H26 H27 H28 

1 
①市役所からの情報発信に対する満

足度を向上します（％） 
67.0 77.1 74.1 － 71.9 － 68.9 

2 

①市役所の仕事ぶりに対する満足度

を向上します（％） 
30.2 44.0 30.3 － 38.9 － 39.5 

②市民サービスを維持したうえで職

員一人あたりの人口を増加します

（人） 

156 186 170 182 184 181 181 

3 

①まちづくりに気軽に参加できる機

会に対する満足度を向上します

（％） 

19.9 25.0 20.0 － 24.7 － 23.0 

4 

①市民活動への支援や参加できる機

会に対する満足度を向上します

（％） 

21.2 29.9 19.9 － 25.2 － 24.5 

5 

①事務事業評価の活用により，コス

トと成果を公表して総点検します 
行政評価を行い，市公式サイト等にて公表（成果報告書等） 

②市役所の仕事ぶりに対する満足度

を向上します【再掲】 
30.2 44.0 30.3 － 38.9 － 39.5 

③公共施設のあり方に関する方針を

示します 
龍ケ崎市公共施設再編成の基本方針等を策定 

6 

①財政収支見通しを毎年ローリング

し，公表します 
毎年ローリングし，市公式サイトで公表 

②財政健全化プランの目標を達成し

ます 
 － 

・基礎的財政収支 
20 億円超 

黒字 

 

黒字 
－ 

20 億円超 

黒字 

30 億円超 

黒字 

12 億円超 

黒字 
※ 

・経常収支比率（％） 93.5 90.0 － 91.2 90.4 90.1 93.8 

・積立金残高比率（％） 25.7 35.0 － 34.6 40.6 42.5 44.3 

・実質債務残高比率（％） 211.7 180.0 － 223.8 219.2 209.0 205.7 

・社会資本形成の将来世代負担比率

（％） 
30.3 30.0 － 31.3 29.8 27.8 ※ 

③市独自の財政運営のルールを定め

ます 
龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例等の施行など 

※平成 29年 10月末頃算出予定 
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５ 後期アクションプランの成果と課題 

 

（１）重点項目１「仕事の成果と市民の納得 ～市民から納得される仕事を目指して～」 

  市政情報の情報公開や情報発信・提供を行うとともに，出前講座の講座メニューの見直し，

さらには，インターネット市政モニター制度やかたらい広場の構築など，市政運営の透明性の

向上や広聴機能の充実を図る取組を着実に実施し，重点項目１「仕事の成果と市民の納得」に

掲げる取組は，11の取組項目のうち 4項目において「順調」，7項目において「概ね順調」と評

価している。とりわけ，情報の発信に関しては，広報紙りゅうほーや市公式ホームページへの

掲載をはじめ，政策情報誌の発行，メール配信サービスの実施，フェイスブック・ツイッター

等を活用した積極的な市政情報の発信に努めている。 

  しかしながら，「市役所からの情報発信」に対する市民アンケートでの市民満足度をみると，

目標値（77.1％）を 8.2ポイント下回り，前回調査（H26年度）に続き，達成していない状況で

ある。 

  地方分権の推進などに伴い，市民のまちづくりへの参加意識が高まり，行政は公平性及び透

明性の確保が求められるとともに，市民と行政の情報の共有化がより必要となる。 

  市政情報を適切に市民へ届けるとともに，多くの市民の声に真摯に耳を傾けることが市政へ

の信頼を高め，市民の納得性を得ると考えられることから，職員一人ひとりが情報発信・提供

等の役割を再認識するとともに，引き続き，様々な媒体を活用しながら，届けたい対象に必要

な情報を分かりやすく提供し，市民と行政の情報の共有化を進めていく必要がある。 

 

（主な活動実績） 

 〇会議資料・会議録写しの公表件数 

  ㉕72件・90件，㉖129件・126件，㉗108件・115件，㉘138件・142件 

〇附属機関の会議開催数（公開数・傍聴人数） 

㉕189回（61回・17人），㉖204回（73回・18人），㉗193回（61回・12人）， 

㉘205回（80回・27人） 

 〇情報公開請求の受理件数（申出件数）  ※件数は年単位 

  ㉕11（10）件，㉖5（4）件，㉗20（12）件，㉘15（9）件  

 〇出前講座の開催件数 

  ㉕51件，㉖58件，㉗65件，㉘93件 

 〇市民との意見交換会（市長懇談会等含む）の開催数 

  ㉕20件，㉖13件，㉗15件，㉘17件 

 〇インターネット市政モニターアンケート調査数 

  ㉕4件，㉖9件，㉗4件，㉘9件 

〇市長への手紙（市政運営等への意見・要望）の件数 

㉕162件，㉖131件，㉗173件，㉘209件 

 〇パブリックコメントの件数（意見提出者数・団体数・提出数） 

㉕2案件（1人・3件），㉖9案件（16人・1団体・85件）， 

㉗5案件（5人・34件），㉘14案件（17人・5団体・99件） 
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（まちづくり市民アンケート） 

   平成 28 年度のまちづくり市民アンケートの結果では，市役所から発信される情報のうち，必要

とする情報は十分に得られているかについては，得られている（「十分に得られている」「おおむ

ね得られている」）と感じている人は 68.9％，得られていない（「あまり得られていない」「不十分

である」）と感じている人は 23.2％となっている。 

   年齢別にみると，61 歳以上において情報を得られていると感じている人は 7 割を超えている一

方で，26～30歳，31～35歳，46～50 歳，51～55歳においては，情報を得られていないと感じてい

る人が 3 割を超えている。 
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H20年度
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H28年度

市役所からの情報発信に対する満足度

十分に得られている おおむね得られている あまり得られていない

不十分である 市からの情報に関心がない 無回答
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（２）重点項目２「目指すべき職員像と経営強化 ～市民から信頼される市役所を目指して～」 

  人事評価制度や職員提案制度の推進をはじめ，新たな人材育成基本計画や人員管理計画を策

定するなど，地方分権の意義を理解した，新しい時代にふさわしい職員の育成を実現するため

の取り組みを進めてきており，重点項目２「目指すべき職員像と経営強化」に掲げる取組は，6

つの取組項目のうち 4項目において「順調」若しくは「概ね順調」，2項目において「遅れてい

る」と評価している。 

  一方，「市役所の仕事ぶり」に対する市民アンケートでの市民満足度をみると，平成 20 年度

（ベース値）より 9.3 ポイントアップし，着実に向上しているものの，目標値（44.0％）には

到達していない。また，「市民サービスを維持したうえで職員一人あたりの人口を増加する」指

標についても，「第 5次定員適正化計画」や新たに策定した「第 6次人員管理計画」に基づく取

組の推進により，平成 20 年度（ベース値）では 156 人であったのに比べ，平成 28 年度は 181

人まで増加し，8年間で 25人（約 16.0%）増加しているが，目標値（186人）には達成していな

い状況である。 

  地方分権改革の推進や多様化・高度化する市民ニーズに対応していくためには，職員の能力

を最大限に引き出し，一人ひとりの資質の向上を図り，政策を実現できる人材の育成に取り組

む必要がある。また，業務量に応じた適切な人員確保・配置を行い，効果的・効率的な執行体

制の構築を一層進め，新たな課題・分野にも力を振り向けながら，組織力の強化を図る取組が

必要である。このため，「第 2次人材育成基本計画」に基づく人事政策を着実に実行するととも

に，「第 6次人員管理計画」の推進を図るべく，事務量に見合った所要人員の適正化，職種構成

及び総人員数の見直しを実施するなど，効率的な執行体制の確保や人的資源の有効活用に努め，

引き続き「市民から信頼される市役所」を目指していく必要がある。 

 

（主な活動実績） 

 〇職員研修実績（受講者数・項目） 

  ㉘階層別研修（107 人・12 項目），専門研修（44 人・13 項目），特別研修（970 人・17 項目） 

 〇職員提案制度の提案数 

  ㉕22件，㉖17件，㉗19件，㉘16件 

 〇業務改善運動制度の報告数 

  ㉘オリジナル改善：12課 28事例，マネ改善：1課 1事例 

 〇職員数（一般職職員） 

  ㉕437人，㉖430人，㉗435人，㉘434人 

 〇附属機関の設置状況 

  ㉕26機関，㉖45機関，㉗46機関，㉘49機関 
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（まちづくり市民アンケート） 

   平成 28 年度のまちづくり市民アンケートの結果では，市役所の仕事ぶりについては，約 4 割

（39.5％）が「満足・やや満足」と回答している一方で，約 3 割（29.0％）が「やや不満・不満」

と回答している。前回調査に比べて，「満足・やや満足」では 0.6 ポイント高く，「やや不満・不

満」では 2.1ポイント低くなっている。 

年齢別にみると，41～45歳，66～70 歳，71歳以上において「満足・やや満足」と回答している

割合が 4 割を超えている一方で，31～35歳においては「やや不満・不満」と回答している割合が

高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   平成 28 年度と平成 20 年度の職員数を比較すると 73 名（14.4％）の減員となっており，本市

の職員数は年々減少傾向にあるが，近年は 430名程度を維持している。今後も職員数の大幅な増

加は見込まれないが，人員管理計画のもと，市民サービスの低下につながらないよう職員の資質

向上や行政運営の効率化に努めてく必要がある。 
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市役所の仕事ぶりに対する満足度
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（５）重点項目５「市民の視点から捉えた事務事業の総点検 ～市民の視点での事業選択を 

目指して～」 

市民視点を踏まえた行政評価や，指定管理者制度導入に伴う民間事業者による公共サービス

の展開など，重点項目５「市民視点から捉えた事務事業の選択」に掲げる取組項目は，５つの

取組項目のうち１項目において「順調」，残りの２項目においても「概ね順調」と評価している。 

とりわけ，指定管理者制度適用施設については，9施設から 25施設に拡大し，その適用率（適

用施設数を対象施設数で除したもの）は 20.0％となり，指定管理者による効果的な公共施設の

管理運営に努めている。また，年末年始や臨時休業日を除く毎日午後 7時まで手続き可能な「市

民窓口ステーション」を開設し，窓口サービスの機能強化を図るとともに，市民サービスの向

上に努めてきている。 

  一方，数値目標に掲げる「事務事業評価の活用により，コストと成果を公表して総点検する」

指標については，市の最上位計画である「ふるさと龍ケ崎戦略プラン」の主要事業を中心に，

重点課題・検討課題として取り組む事業などの行政評価を行い，事業費及び人件費を含めたフ

ルコストや単位当たりのコスト情報，実績や成果に関する指標などをできる限り分かりやすさ

に配慮しながら公表している。また，「市役所の仕事ぶりに対する満足度を向上する」指標につ

いては，重点項目２と同様であり，「公共施設のあり方に関する方針を示す」指標については，

平成 25 年 2 月に「龍ケ崎市公共施設再編成の基本方針」を，平成 26 年 9 月に「龍ケ崎市公共

施設再編成の基本方針に基づく第 1 期行動計画」，平成 29 年 2 月に「第 2 期行動計画」を策定

し，目標を達成している状況である。 

  限られた経営資源の中で，市民の視点に立った質の高いサービスを提供するためには，その

経営資源を最大限に活用し，市民本位の効率性や納得性の向上に結びつく成果・スピード・コ

ストを重視した行政経営を推進していかなければならない。また，成果重視の観点から，何を

行ったかではなく，どんな成果が得られたかを常に把握することが必要である。 

このため，今後も引き続き，行政と民間の役割分担の明確化，公共施設再編成の取組の推進，

市民ニーズに応える窓口サービスの提供，行政評価システムの推進に取り組むなど，成果を重

視した行政経営を進めていく必要がある。 

 

（主な活動実績） 

 〇指定管理者制度適用施設数 ※公の施設 50 

  ㉕9施設，㉖23施設，㉗25施設，㉘25施設 
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（まちづくり市民アンケート） 

平成 28年度のまちづくり市民アンケートの結果では，行政サービスの民間委託については，約

2 割（17.5％）が「満足・やや満足」と回答している一方で，約 3割（26.2％）が「やや不満・不

満」と回答している。前回調査に比べて「満足・やや満足」「やや不満・不満」ともに 0.7ポイン

ト高くなっている。 

年齢別にみると，18～20歳，21～25 歳，41～45歳において「満足・やや満足」と回答している

割合が 2 割を超えている一方で，51～55歳，56～60歳においては「やや不満・不満」と回答して

いる割合が 3割を超えている。 

 

平成 28 年度のまちづくり市民アンケートの結果では，市職員の窓口や電話の対応については，

良い（「非常に良い」「良い」）感じている人は 70.2％，悪い（「あまり良くない」「非常に悪い」）

と感じている人は 5.5％となっている。 

年齢別にみると，61 歳以上において良いと感じている人は 7割を超えている一方で，21～25歳

においては「悪い」と感じている人が 1割を超えている。 
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（６）重点項目６「未来につながる安定した財政運営 ～市民の未来につながる施策展開 

を目指して～」 

重点項目６「未来につながる安定した財政運営」の取組項目は，「順調」若しくは「概ね順調」

に進捗している。数値目標に掲げる「財政収支見通しを毎年ローリングし，公表する」指標に

ついては，市公式ホームページに掲載し，毎年公表している。 

また，「中期財政計画の目標を達成する」指標については，中期財政計画に定める５つの目標

とする指標のうち，３つの指標（基礎的財政収支・積立金残高比率・社会資本形成の将来世代

負担比率）が達成，あるいは達成見込みであり，「実質債務残高比率」の指標についても，目標

値には到達していないが，概ね改善傾向にある。一方，改善傾向にあった「経常収支比率」の

指標については，悪化に転じ，前年度から 3.7ポイント上昇している。 

「市独自の財政運営のルールを定める」指標については，「龍ケ崎市財政運営の基本指針等に

関する条例」を平成 24 年 10 月に施行するなど，既に目標を達成し，同条例及び同条例施行規

則に基づく財政運営に取り組んでいる。 

  こうした中，「財政運営」に関する市民アンケートでの市民満足度では，「満足・やや満足」

と回答した方は，13.7％と低い数値となっており，優先的・重点的に取り組んでほしいとする

施策の重要度として高いものとなっている。 

このため，今後も中長期的な視野に立ち，柔軟な財政構造への転換，将来負担額の削減など，

財政力の強化を推進し，市民の未来につながる持続可能な財政基盤の構築を目指していく必要

がある。 

 

（まちづくり市民アンケート） 

平成 28年度のまちづくり市民アンケートの結果では，市の財政運営については，約 1割（13.7％）

が「満足・やや満足」と回答している一方で，約 4割（41.5％）が「やや不満・不満」と回答して

いる。前回調査に比べて「満足・やや満足」では 1.6ポイント低く，「やや不満・不満」では 3.7

ポイント高くなっている。 

年齢別にみると，18～20歳において「満足・やや満足」と回答している割合が 2割を超えてい

る一方で，51～55 歳，56～60 歳においては「やや不満・不満」と回答している割合が 5割を超え

ている。 
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     経常収支比率は，類似団体，県内市平均より比率が高く，高止まりの状況が続いていたところ

である。近年は改善傾向にあったが，平成 28 年度は再び悪化に転じている。平成 28 年度は，公

債費は減少したものの，繰出金，扶助費の増等で分子となる経常経費充当一般財源が増加（174百

万円）し，分母は，地方消費税交付金の減（△134 百万円）等による経常一般財源の減（△209百

万円）に加えて臨時財政対策債も減となり，その結果，経常収支比率は 3.7 ポイント上昇に転じ

ている。 
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   基金残高は，世界的な金融危機による市税の減収補てんや，特定目的基金を事業の財源として

活用したことなどにより，平成 20・21 年度に 40 億円を下回り，その後，徐々に積増しを行い，

平成 26年度には「龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例施行規則」に規定している積立金

残高比率 35％以上という目標値を達成した。平成 28年度は，財政調整基金で管理していた牛久沼

に係るいわゆる預り金について，牛久沼管理基金を新設し，840万円を積み立てした。特定目的基

金は，ふるさと龍ケ崎応援寄附金を原資として，みらい育成基金に 2 億 4,700 万円，将来の施設

の更新需要等に備えるため，公共施設等維持整備基金と義務教育施設整備基金にそれぞれ 2 億円

を積み立てした。これにより，積立金残高比率は 44.3％と前年度から 1.8ポイント上昇した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート 

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 １ 仕事の成果と市民の納得

推 進 項 目 ― 定期的な市民の声の把握

取 組 項 目 ８ 新たな市民満足度調査の実施【企画課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　定期的な市民の声の把握の観点から，市が実施している施策やサービスに対する市民の満足

度を把握するため，平成 22 年度に市民まちづくりアンケートを実施し，市の最上位計画であ

る「ふるさと龍ケ崎戦略プラン」に反映しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　定期的に市民の声を把握し，市政に反映するため，前回のまちづくり市民アンケートの質問

項目を基本として，各課等で実施している市民アンケートと調整を行い，新たな市民意識調査

の質問項目を設定します。

　その後，市民満足度調査を実施し，次期の市の最上位計画を策定する際に活用するとともに，

市政運営に反映します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　新たな市民満足度調査の

　質問項目の整理・実施

質問項目

の整理 実　施 結果 の反映

達成目標
　新たな市民満足度調査の質問項目が精査され，平成 26 年度に実施するとともに，市政に反

映しています。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

　前回のまちづくり市民アンケートの質問項目及び各課からの要望等を踏まえ，新たな質問項目を設
定した市民満足度調査を実施し，その結果を計画策定や施策，事業等の推進に反映・活用する。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）アンケート調査の実施

　・前回（平成 26 年度）の市民アンケートの質問項目を基本として，各課からの要望等を調整した

　　上で質問項目を設定し，アンケート調査を実施する。

（２）アンケート調査結果の精査及び計画策定や施策，事業等への反映・活用

　・アンケート調査結果の精査（まちづくりに関する満足度や行政が実施している施策，市民サービ

　　ス等の評価の把握，整理等）

　・ふるさと龍ケ崎戦略プランの達成状況の確認

　・次期最上位計画の策定に向けた基礎資料としての活用
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新規

進行管理シートの見方

「１　取組項目の内容」の取組事項で示す実施工程を

考慮した平成 28 年度の達成目標を記載しています。

目標達成に向けた具体的な取組事項について記載しています。



３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

■　順　調
□　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　市民アンケート調査を実施し，その結果を「第２次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」の

数値目標及び重要業績評価指標（KPI）の設定に活用するなど，計画の策定に反映し

た。アンケート調査の回収率が前回調査（H26）の実績を下回っていることから，市

民のまちづくりへの関心を高めていく取り組みが必要である。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）アンケート調査の実施

　　・アンケートの質問項目について，前回調査（平成26年度）の内容を基本としつつ，各課から

　　　の追加要望を調整し，調査票を作成した。

　　・4月25日から５月23日まで，無作為抽出した市民4,000人を対象にアンケート調査を実施

　　　した。回収率：40.4％（前回調査：44.8％）

（２）アンケート調査結果の精査及び計画策定や施策，事業等への反映・活用

　　・アンケート調査の結果から，市の施策に対する市民の満足度及び優先度・重要度を分析する

　　　とともに，調査結果全体を通しての考察を行った。

　　・上記の分析や考察の内容を含むアンケート調査報告書を作成し，市公式サイト及び公共施設

　　　において公表するとともに，各課及び各議員に配布した。

　　・アンケート調査結果については，「第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」における数値目標及び

　　　重要業績評価指標（KPI）の設定に活用した。

目標到達度 目標達成 到達度 　---　 ％ 市民満足度調査の実施等

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

1,946,507 679,392 2,625,899

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民１人当たり（77,894 人） 25 9 34

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 
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「１　取組項目の内容」の実施工程全体

に対する進捗状況を評価しています。

 ２で記載した取組事項に関する進捗状況及び推進して

いくための課題について，簡潔に記載しています。

 施策・事業の活動実績及び成果について，

 数値や表等を用いて記載しています。

２で設定した達成目標について

・目標到達度：目標達成・目標未達成を記載。

・到達度：数値目標を設定した場合は，状況に応じて 0 ～ 100% を記載。それ以外は「 - - - 」。

　到達度の根拠のほか，目標達成できた（できなかった）内容を簡潔に記載。

当該事業コストについて，人件費を含め記載しています。単位コストについては，

全取組事項共通で「①市民 1 人当たり 77,894 人（平成 28.10.1 常住人口）」を

設定しています。

当該事業の実績を図るための指標を設定しています。



行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート 

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 １ 仕事の成果と市民の納得

推 進 項 目 ― 情報提供手段の充実

取 組 項 目 １ 積極的な情報公開【情報政策課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　情報提供手段の充実の観点から，市公式ホームページの充実を図り，平成 23 年度からツイッター・

フェイスブックの運用及びメール配信サービスを開始しました。

　また，平成 24 年度に市役所 3 階の情報公開室のリニューアルを行い，新たな情報公開室として開設

し，市政情報に関する書籍の充実を図りました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　市政運営の透明性の向上を図るため，新たな情報公開室に内部会議の資料及び会議録を備え付け，常

時閲覧可能とします。

　また，龍ケ崎市情報公開条例については，制定が予定されているまちづくり基本条例において規定す

る情報共有（市民の知る権利の保障）に沿った改正を行います。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　内部会議等の資料及び会議録

　の常時閲覧可

内部会議資料 等の常時閲覧 可

　情報公開条例の見直し・運用
条例の見直し 運用スタート

達成目標 　内部会議の資料及び会議録が常時閲覧可能になっているとともに，情報公開条例の見直しにより，市

民の知る権利を保障いたします。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

・内部会議等の資料及び会議録の常時閲覧可：
　会議録作成システム及び移動式マイクシステムの活用による迅速な会議録の作成及び公表等
・情報公開条例の見直し・運用：
　情報公開条例及び附属機関の会議の公開に関する条例の適正運用

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）内部会議等の資料及び会議録の常時閲覧可

　　会議録作成システム及び移動式マイクシステムを各会議で利用し，会議録の作成時間を短縮し，

　　迅速な公表等を行う。

　　①市民への対応

　　　・積極的な公表等の制度などについては，広報紙及び市公式サイトを通して周知　

　　②各課等への対応

　　　・システム等に係る職員向け研修

　　　・システムの利用促進に係る事務連絡（四半期ごと）　　

　　③その他情報政策課が行う事項

　　　・今年度，各課等が所管する内部会議等の把握　　

（２）情報公開条例の見直し・運用

　　平成２７年９月１日から条例が施行されており，この条例に基づいて，市民等へ市政の情報や会

　　議の内容が積極的に公開されるよう職員へ周知する。
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新規

新規



３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　内部会議等の資料及び会議録の公表に関しては，会議録作成システムの利用が庁内

で定着したことにより，迅速に会議録が作成され，情報公開室及び市公式ホームペー

ジにおいて適切に公表されている。今後も，職員に対し，システムの操作研修等を継

続的に行うとともに，利用促進を図り，公開対象の資料を適切に整備，公表していく。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）内部会議等の資料及び会議録に常時閲覧可

　　　会議録作成システム及び移動式マイクシステムの利用により，迅速に会議録作成から公表が行

　　われた。

　　・利用実績：115件

　　・利用部署：14課等（農業政策課，議会事務局，企画課，教育総務課，情報政策課，シティセー

　　　　　　　　　　　　  ルス課，環境対策課，納税課，社会福祉課，都市計画課，市民協働課，資

　　　　　　　　　　　　  産管理課，スポーツ推進課，市長公室）
　　①市民への対応

　　　龍ケ崎市情報公開条例及び龍ケ崎市行政情報の公表等に関する指針に基づき，行政情報の公表

　　に努めるとともに，制度の内容について広報紙りゅうほー及び市公式ホームページにより周知を

　　行った。

　　②各課等への対応

　　　システムを利用する課等の職員に対して，個別に操作説明を行った。また，システムの利用に

　　あたっては，事前にイントラネット系システム端末からの予約管理を行った。

　　③その他情報政策課が行う事項

　　　年度当初に，内部会議の年間開催予定を把握し，毎月月初に前月開催の会議資料と会議録の集

　　約を行った。

（２）情報公開条例の見直し・運用

　　　会議を傍聴する方への会議資料を「閲覧」から「提供」へ条例改正したことから，各担当課に

　　対し，定期的に周知した。

目標到達度 目標達成 到達度 　---　 ％ 迅速な資料等の公表など

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

1,360,800 2,340,127 3,700,927

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

99 0 0 1

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民1人当たり（77,894人） 18 31 49

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

会議資料及び会議録写し
の公表件数（延べ件数）

平成 27 年度：会議資料108件，会議録：115件
平成 28 年度：会議資料138件，会議録：142件
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 １ 仕事の成果と市民の納得

推 進 項 目 ― 情報提供手段の充実

取 組 項 目 ２ 出前講座の拡大【生涯学習課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　市民への説明機会の拡充の観点から，平成 24 年度に出前講座の講座メニューの見直しを行

い，「龍ケ崎市(まいど！My do！)出前講座」としてリニューアルし，ホームページなどにお

いて PR を行いました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　市民等の市及び市政に関する理解をより一層深めるため，市民や企業などとの協力・連携に

よる出前講座を実施します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　市民・企業などとの連携による

　出前講座の実施

出前講座の実施

達成目標 　職員が行う講座以外に，市民及び企業などが行う講座も実施しています。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

　平成２４年にリニューアルされてから４年を経過したことから，出前講座の見直しをすることとし，
各課等に新規メニューの追加や現行メニューの内容変更等の有無を調査する。新規メニューの追加が
あった場合は，広報紙や公式ホームページで紹介し，市民等の積極的な活用をうながす。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）平成 28 年２月１日付けで各課等に依頼した出前講座の見直し結果をとりまとめ，メ二ューリ

　　ストに反映させたうえで広報紙や公式ホームページで紹介し，市民等による活用をうながす。　

（２）平成 27 年度中，市民等に活用された出前講座のうち，開催数上位の３課を表彰し，全庁的な

　　取組みを一層推進する。

（３）平成 28 年度上半期，下半期での出前講座活用実績を 10 月，3 月に公式ホームページで公表

　　する。

（４）新規の出前講座メニュー（民間企業編）を開拓する。
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３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　広報紙りゅうほー等による周知や定期的な講座メニューの見直しなどにより，出前

講座の利用件数は年々増加している。一方で，新規の民間企業による出前講座につい

ては，市役所によるものと異なり，企業の繁忙期やその他業務の都合により，申込者

が希望する日時での調整が難しい場合が多いため，見直しの検討が必要である。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）平成28年2月1日付けで出前講座（全68講座）の見直しを各課に依頼した結果，廃止が４件，

　　新規が６件となった。この結果，平成28年度の全講座数は70件となり前年比で2講座の増と

　　なった。

　　【新規開設講座】①次世代に繋ぐために－公共施設等の新しいカタチを創る－　≫資産管理課

　　　　　　　　　　②認知症サポーター養成講座　≫高齢福祉課

　　　　　　　　　　③青年後見制度について　≫高齢福祉課

　　　　　　　　　　④「つくろう」「使おう」マイナンバーカード　≫市民窓口課

　　　　　　　　　　⑤龍ケ崎の教育　≫教育総務課

　　　　　　　　　　⑥龍ケ崎市の公園の紹介　≫施設整備課

（２）平成27年度市民等に活用された出前講座のうち，開催数上位の2課（高齢福祉課・危機管理

　　室）を内部表彰した（4月21日）。

（３）上半期（４～9月）の出前講座の活用実績（ベスト５）を市公式ホームページに掲載した（9月

　　4日）。平成28年度の出前講座申込件数は107件，開催件数は93件を数えた。開催件数は昨年

　　度実績の27％増しとなり，出前講座の活用数が年々増加している。

（４）新規出前講座メニュー（民間企業編）の開拓には至らなかった。

※参考

　平成28年度に活用された出前講座（上位3講座）

　・介護予防について　　　　：23件

　・認知症サポーター養成講座：21件

　・防災対策について　　　　：21件　

目標到達度 目標達成 到達度 　--- ％ 出前講座の見直し及び市民等への周知

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

3,367 1,056,831 1,060,198

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民１人あたり（77,894人） 1 14 15

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

出前講座の開催実績
平成 25 年度：51 件，平成 26 年度：58 件，平成 27 年度：65 件，
平成 28 年度：93 件
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 １ 仕事の成果と市民の納得

推 進 項 目 ― 広聴機能の充実 

取 組 項 目 ７ 新たな広聴制度の構築【広報広聴課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　広聴機能の充実の観点から，市長への手紙など市民から寄せられる意見・要望のデータベー

ス化を行いました。

　また，市民から寄せられる意見・要望に対する市の考えや対応策等を市公式ホームページで

公表しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　さらなる広聴機能の充実を図るため，市長への手紙・市政モニター・かたらい広場・タウン

ミーティング（市長との意見交換会）などを通して，より多くの市民の声の集約を行うととも

に，庁内での情報共有の強化を図ります。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　市民の声の集約・共有
　市民の声の 集約･共有

達成目標 　市民の声がデータベース化及び庁内での情報共有が図られ，市政運営に反映されています。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

・タウンミーティング（市長との意見交換会）や「かたらい広場」，市長への手紙などにより寄せら
　れた意見・要望等について，庁内で情報共有を図る。
・インターネット市政モニターのアンケート集計結果について，庁内で活用できる環境を整える。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

　意見交換会や各媒体を通じて集約された市民の意見・要望等について，庁内で情報の共有化を図る

ことで，各部課等が主体的に市政運営に反映できる環境を整備する。

（１）タウンミーティング（市長との意見交換会）等　

　　・タウンミーティング等の顛末書のデータベース化

　　・データベース化した顛末書の共有

　

（２）市長への手紙

　　・意見・要望を集約

　　・庁議メンバーへの報告

（３）かたらい広場

　　・かたらい広場の顛末書等のデータベース化

　　・データベース化した顛末書の共有

（４）インターネット市政モニター

　　・アンケート集計結果のデータベース化

　　・データベース化したアンケート集計結果の共有
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３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　各地域と市長との意見交換会での意見等については，職員が情報共有できるよう，

庁内システムにおいて公開している。市長への手紙についても，個人に関する情報を

除き，市公式ホームページに掲載し，市民に公表するほか，定期的に庁議メンバー及

び各課に配布している。寄せられた意見は，適宜改善及び市政運営に反映している。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）タウンミーティング（市長との意見交換会）等で出された意見の閲覧

　　①市長との意見交換会

　　　実施した意見交換会の顛末書を電子ファイル化し，各職員が閲覧できるように庁内システム内

　　　に掲示した。

　　・８月20日　　北文間コミュニティ協議会

　　・11月19日 　八原まちづくり協議会

　　・12月4日　　長山地域コミュ二ティ協議会

　　・1月28日　　城ノ内コミュニティ協議会

（２）市長への手紙の意見・要望の報告

　　　市長への手紙に寄せられた意見・要望について，庁議メンバーに報告し，市公式サイトに掲載

　　　した。

（３）かたらい広場の意見・要望の報告

　　・11月29日　スイートキャンディーズ／交流クラブ・クッキーズ

　　　実施した内容について，市公式ホームページに掲載した。

（４）インターネット市政モニターアンケートの集計結果の閲覧

　　　実施した９件全てのデータベース化を完了し，市公式ホームページに掲載するとともに，市政

　　　モニター（登録者：221名）に周知した。

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 顛末等のデータベース化・公開

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

322,791 905,865 1,228,647

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民1人当たり（77,894） 5 12 17

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

インターネット市政モニ
ターアンケート調査

平成 27 年度：4件　→　平成 28 年度：9件

かたらい広場の開催
市長への手紙

平成 27 年度：5件　→　平成 28 年度：1件
平成 27 年度：173件　→　平成 28 年度：209件
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート 

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 １ 仕事の成果と市民の納得

推 進 項 目 ― 定期的な市民の声の把握

取 組 項 目 ８ 新たな市民満足度調査の実施【企画課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　定期的な市民の声の把握の観点から，市が実施している施策やサービスに対する市民の満足

度を把握するため，平成 22 年度に市民まちづくりアンケートを実施し，市の最上位計画であ

る「ふるさと龍ケ崎戦略プラン」に反映しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　定期的に市民の声を把握し，市政に反映するため，前回のまちづくり市民アンケートの質問

項目を基本として，各課等で実施している市民アンケートと調整を行い，新たな市民意識調査

の質問項目を設定します。

　その後，市民満足度調査を実施し，次期の市の最上位計画を策定する際に活用するとともに，

市政運営に反映します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　新たな市民満足度調査の

　質問項目の整理・実施

質問項目

の整理 実　施 結果 の反映

達成目標
　新たな市民満足度調査の質問項目が精査され，平成 26 年度に実施するとともに，市政に反

映しています。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

　前回のまちづくり市民アンケートの質問項目及び各課からの要望等を踏まえ，新たな質問項目を設
定した市民満足度調査を実施し，その結果を計画策定や施策，事業等の推進に反映・活用する。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）アンケート調査の実施

　・前回（平成 26 年度）の市民アンケートの質問項目を基本として，各課からの要望等を調整した

　　上で質問項目を設定し，アンケート調査を実施する。

（２）アンケート調査結果の精査及び計画策定や施策，事業等への反映・活用

　・アンケート調査結果の精査（まちづくりに関する満足度や行政が実施している施策，市民サービ

　　ス等の評価の把握，整理等）

　・ふるさと龍ケ崎戦略プランの達成状況の確認

　・次期最上位計画の策定に向けた基礎資料としての活用
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３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

■　順　調
□　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　市民アンケート調査を実施し，その結果を「第２次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」の

数値目標及び重要業績評価指標（KPI）の設定に活用するなど，計画の策定に反映し

た。アンケート調査の回収率が前回調査（H26）の実績を下回っていることから，市

民のまちづくりへの関心を高めていく取り組みが必要である。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）アンケート調査の実施

　　・アンケートの質問項目について，前回調査（平成26年度）の内容を基本としつつ，各課からの

　　　追加要望を調整し，調査票を作成した。

　　・4月25日から５月23日まで，無作為抽出した市民4,000人を対象にアンケート調査を実施し

　　　た。回収率：40.4％（前回調査：44.8％）

（２）アンケート調査結果の精査及び計画策定や施策，事業等への反映・活用

　　・アンケート調査の結果から，市の施策に対する市民の満足度及び優先度・重要度を分析すると

　　　ともに，調査結果全体を通しての考察を行った。

　　・上記の分析や考察の内容を含むアンケート調査報告書を作成し，市公式サイト及び公共施設に

　　　おいて公表するとともに，各課及び各議員に配布した。

　　・アンケート調査結果については，「第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」における数値目標及び重

　　　要業績評価指標（KPI）の設定に活用した。

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 市民満足度調査の実施等

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

1,946,507 679,392 2,625,899

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民１人当たり（77,894 人） 25 9 34

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

- 25 -



行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート 

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 ２ 目指すべき職員像と経営強化

推 進 項 目 ― 職員の業務能力の向上

取 組 項 目 12 人事評価制度の推進【人事行政課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　職員の業務能力の向上の観点から，人事評価制度を推進するとともに，平成 22 年度には評

価結果が勤勉手当に反映する仕組みを構築し，平成 23 年度から運用しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　職員の資質向上を図ることで，組織力を高め，より質の高いサービスを提供するため，人事

評価制度を推進します。

また，人事評価制度のレベルアップを図り，人事評価の結果を昇給及び昇格に反映します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　人事評価制度の推進
人事評価制度 の推進

(昇給に反映） (昇格に反映)

達成目標 　人事評価の結果が平成 26 年度の昇給，及び平成 27 年度の昇格に反映されています。　

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

人事評価の結果を昇格に反映させる制度の検討を行う。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）人事評価結果の昇格への反映制度の検討

　　①反映の仕組みの検討を行う。

　　②反映による人件費影響額の試算及び財政課との協議を行う。　　

（２）人事評価制度についての職員の理解促進

　　①人事評価制度の公平性・納得性の確保を図るため，人事評価研修を実施する。

　　②評価者のマネジメント能力向上，被評価者の理解促進を図る。

　　③制度の適正な運用を図るため，二次評価者を対象とした研修を実施する。　
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３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
□　概ね順調
■　遅れている
□　見直しが必要 

　平成 28 年度の人事評価結果の取りまとめを行ったところ，60 点台後半に評価点数

が集中化する傾向にあるほか，部署間での差も生じる等の課題も見られる。人事評価

制度は，既に構築した昇給への反映とともに，現在検討を進めている昇格への反映が

制度構築の前提となる。より一層の適正な運用を図るための制度設計を行っていく。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）人事評価結果の昇格への反映制度の検討

　　・他自治体での事例について，外部コンサルタントや近隣自治体担当者から情報収集を行い，当

　　　市の人事評価制度との差異等について検証した。

　　・平成28年度人事評価結果を取りまとめ，前年度結果との比較を行った。評価点数の集中化や部

　　　署間の格差等が課題となっている。

　　・以上の点を踏まえ，昇格への反映に関する制度設計を行う。

（２）人事評価制度についての職員の理解促進

　　・年度当初の４月に人事評価研修を実施した。研修の参加対象は管理職，新任係長（新任副主査

　　　を含む）及び新任の学校長とし，目標設定に先立って，人事評価制度への理解促進を図った。

　　・主査以下を対象とした被評価者研修を7月に実施した。

　　・業績確定面談及び育成面談を前に，1月に評価者（課長補佐級以上の職員）を対象とした人事評

　　　価研修を実施した。

　　・職務行動を指導記録シートで評価する際の参考となるよう，具体的な行動を例示し，役職に応

　　　じたの評価例を示したマニュアルを，外部講師との協議により作成した。（平成29年度に配布

　　　予定）

　　・平成29年度の人事評価研修においては，これまでの評価者研修に，部長及び参事の職にある職

　　　員を対象とする二次評価についての内容を加えることとした。

目標到達度 目標未達成 到達度 --- ％ 人事評価結果の昇格への反映

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

0 1,887,199 1,887,199

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民 1 人当たり（77,894人） 0 25 25

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 ２ 目指すべき職員像と経営強化

推 進 項 目 ― 職員の業務能力の向上

取 組 項 目 13 新たな人材育成基本計画の策定【人事行政課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　職員の業務能力の向上の観点から，本市が目指すべき職員像や人材育成の方策などを定めた

「龍ケ崎市人材育成基本計画」を平成 24 年度に改正し，運用しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　複雑・多様化する行政需要に対応するとともに，業務体制の変更などにも柔軟に対応するた

め，正規職員に加え非正規職員の育成も勘案した，新たな人材育成基本計画（人材育成戦略プ

ラン（仮称））を策定します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　人材育成基本計画の推進

基本計画 の推進

　新たな人材育成基本計画

（人材育成戦略プラン

　(仮称)）の策定

新たな基本

計画の策定 新たな基本 計画の推進

達成目標
　正規職員及び非正規職員の人材育成を勘案した，新たな人材育成基本計画が平成 26 年度に

策定され，人材育成の取組が行われています。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

第 2 次龍ケ崎市人材育成基本計画に基づく施策の推進

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）職員と組織のゴールの目線合わせ
　　①人事評価において，トップダウン方式を中心とする目標による管理に加え，ボトムアップ型の
　　　目標設定の導入を検討する。
　　②引き続き，年間を通じての面談や月間スケジュール管理を実施する。

（２）能力開発と適性発見，次世代リーダーの育成
　　①女性リーダー育成のための研修を実施する。
　　②特定ポストへ意欲ある職員を公募により登用するＦＡ（フリーエージェント）制度の拡充を
　　　行う。

（３）職場風土の醸成
　　①公務員倫理の保持のほか，不祥事の再発防止等の観点からコンプライアンス研修を実施する。
　　②各課等において策定した不祥事防止行動計画の進行管理を行う。
　　③茨城県や他市町村との相互の人材交流を実施する。
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３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　「第 2 次龍ケ崎市人材育成基本計画」に基づき，人材育成の取組が行われている。

その取組の一つとして，不祥事の再発防止を図るため，各課等での行動計画の策定や

コンプライアンス研修の実施に取り組むほか，FA制度については，宣言した職員の

希望が実現できない例もあることから，制度拡充は困難な面もあり課題となっている。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）職員と組織のゴールの目線合わせ
　　・年度当初の目標設定において，ブレイクダウンされた組織目標のみでなく，職員からのボトム
　　　アップによる目標も設定するよう，庁内への周知を行った。

（２）能力開発と適性発見，次世代リーダーの育成
　　・茨城県自治研修所の「女性リーダー養成講座」が，7月及び10月に実施され，それぞれ2人ず
　　　つ，計4人の女性職員が受講した。
　　・前年に引き続き，主幹から主査の職にある女性職員を対象に，「女性のキャリアアップ研修」
　　　を８月に実施した。（前年未受講の18人が受講した。）
　　・平成29年4月の定期人事異動を前にしてＦＡ（フリーエージェント）制度を実施したところ，
　　　４人からＦＡ宣言書の提出があった。拡充を含めたＦＡ制度のあり方について，引き続き検討
　　　することとする。

（３）職場風土の醸成
　　①10月に，臨時・非常勤職員を含めた全職員を対象に「コンプライアンス研修」を実施した。
　　　（ただし，昨年度に同研修を受講した職員は，今回は対象外とした。）
　　②各課等で策定した不祥事防止行動計画書について，策定後の取組状況を確認するため，各課等
　　　で進行管理シートを作成した。また，各職員が自分自身及び職場の服務規律の遵守状況につい
　　　て，チェックリストによる振り返り（確認）を毎月行うようにした。
　　③職員の職務遂行能力の向上を図るため，他の自治体等への人事交流を実施した。（茨城県
　　　ほかへ実務研修・派遣：9人）

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 人材育成基本計画に基づく施策の実施

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

0 905,856 905,856

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民 1 人当たり（77,894 人） 0 12 12

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 
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 行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 ２ 目指すべき職員像と経営強化

推 進 項 目 ― 職員の意識改革と資質向上

取 組 項 目 14 業務改善の推進【企画課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　職員の意識改革及び資質向上の観点から，職員の創意工夫により事務能率及び政策形成能力

の向上を図ることを目的として，職員提案制度を推進しました。

　また，職員の積極的な業務改善に資するため，職員提案制度と人事評価制度との連携を図り，

「チャレンジ加点」制度を設けました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　職員の創意工夫により事務能率及び政策形成能力の向上を図るため，引き続き，職員提案制

度を推進します。

また，各課等で率先的に職場内業務改善運動を推進し，全庁的な業務改善運動を展開します。

　さらに，業務の円滑化及び効率化を図るため，内部会議の統廃合を含めた見直しを行うとと

もに，会議の構成員についても見直しを行います。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　職員提案制度の推進
職員提案 制度の推進

　業務改善運動制度(仮称)の

　構築・運用

制度構築 運用スタート

　内部会議の統廃合及び構成

　員の見直し

内部会議の

見直し

運用スタート

達成目標
　有効な提案が実行に移され，多方面でその効果が発揮されています。

　また，内部会議の充実により，業務の効率化が図られています。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

（１）職員提案（課題提案）の募集を行い，15 件以上の提出提案を目指す。また，採用提案の進捗
      管理を行い，提案制度を推進する。
（２）業務改善運動制度の運用を開始し，30 件以上（各課等 1 件以上を目標）の改善事例の報告を
　　目指す。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）職員提案制度の推進

　　①提案募集

　　・各課及び各職員宛通知（メール），掲示板への掲出

　　②採用提案等の推進

　　・各課照会，進捗状況報告（市長）

　　・提案内容の推進及び実施の促進

（２）業務改善運動制度の推進

　　①制度の周知啓発（各課宛通知，業務改善推進員の選任，手引き等の作成・配付など）

　　②改善事例の報告，庁内共有（イントラ掲示板等への掲出）

　　③職員投票（イントラ活用等）及び表彰

- 30 -

新規新規

新規



３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　職員提案制度は，毎年 15 件以上の提案が提出され，制度の推進が図られている。

新たにスタートした業務改善運動制度は，12 課より 29 件の改善事例が報告され，一

定の成果が得られた。職員への周知啓発の工夫や，提案を提出（改善事例を報告）す

る職場環境の整備，制度の定着等が求められる。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）職員提案制度の推進

　　①提案募集（課題提案）

　　　・テーマ：「第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」に掲げる目標・施策に基づく事業

　　　・提出提案：17件（うち1件は，平成27年度審査済提案と同一内容であるため不受理）

　　　・ワーキングチーム（8名）による調査研究：会議開催 7回（4月～6月）　　　

　　　・職員提案審査委員会（7/4）　審査件数16件

　　　　採用等件数：採用2件，趣旨採用4件，表彰区分：優良賞6件，特別賞3件

　　②採用提案等の推進

　　　平成 27・28 年度の採用・趣旨採用提案の進捗管理を行い，遅れている提案について，実施の

　　　促進に努めた。職員提案審査委員会への報告（2/6）

　　③制度運用の見直し

　　　制度に対する課題等を踏まえ，新たな審査基準表の作成，推進月間の設定，採用提案等の実施

　　　期限の設定など，運用の見直しを行った（平成 29 年 4月から開始）。

（２）業務改善運動制度の推進

　　①制度の周知啓発

　　　各課等に対し，制度運用の通知及び手引きを配付。また，取組を推進するため，7月の 1 か月

　　　間を「業務改善推進月間」と定め，全庁的な改善活動を推進した。

　　②改善事例の報告，庁内共有

　　　報告された改善事例を庁内のイントラネット（掲示板等）に掲載し，改善の取組及び成果を共

　　　有した（オリジナル改善事例：12 課 28 事例，マネ改善事例：1 課 1 事例）。

　　③職員投票及び表彰

　　　表彰事例を決定するための職員投票などにより，3 課の受賞（GOOD改善賞：交通防犯課，キ

　　　ラリ改善大賞（市長特別賞）：保険年金課，最多改善賞：税務課）を決定した。

目標到達度 目標未達成 到達度 93.3 ％ 「業務改善運動」改善事例報告数

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

259 1,358,783 1,359,042

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民１人当たり（77,894 人） 1 18 19

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

職員提案制度：提出及び
採用・趣旨採用提案件数

平成 27 年度：提出 19 件（自由提案 14 件，課題提案 5 件）うち採用 9 件
平成 28 年度：提出 16 件（課題提案）うち採用 2 件，趣旨採用 4 件

業務改善運動制度の改善
報告件数

平成 28 年度：提出 29 件（12 課）
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 ２ 目指すべき職員像と経営強化

推 進 項 目 ― 定員管理の適正化

取 組 項 目 15 人的資源の最適配分の推進【人事行政課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　定員管理の適正化の観点から，平成 26 年 4 月 1 日までに市職員を 460 名とする第 5 次定

員適正化計画を推進しました。その結果，平成 23 年 4 月 1 日には市職員が 452 人となり，

計画の目標を前倒しで達成したことから，目標の見直しを行い，平成 26 年 4 月 1 日までに市

職員を 425 人とする第 5 次定員適正化計画（改訂版）を策定しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　総人件費を抑制するとともに，より簡素で効率的な行政運営を図るため，第 5 次定員適正化

計画（改正版）を推進し，市職員の適正配置を図ります。

　また，業務ごとにそれを担う職員像を明らかにしたうえで，人材配置計画（仮称）を策定し

ます。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　第 5 次定員適正化計画

　（改正版）の推進

 　定員適正化 計画の推進

　人材配置計画(仮称)の策定

人材配置計画

 （業務内容の

の策定    人材

明確化） 

配置計画の推進

達成目標

　第 5 次定員適正化計画（改正版）を推進し，平成 26 年 4 月 1 日には市職員が 425 人に

なっています。

　また，業務ごとにそれを担う職員像を明らかにしたうえで，正職員に加え，非正規職員の配

置を含めた，新たな人材配置計画（仮称）を平成26年度に策定し，運用しています。職員採

用も当該計画に従って，行われています。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

第６次龍ケ崎市人員管理計画に基づく施策の推進

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）各部門の連携による職員数（所要人員）の算定
　　①人事，企画，財政部門と各事業部門が連携し，業務量に応じた職種，部門ごとの必要人員を算
　　　定する。

（２）職員構成及び総人員数の見直し
　　①職員構成（正職員，正職員以外の構成）や総人員数の見直しを行うため，各課のヒアリングを
　　　実施する。
　　②各課等における臨時・非常勤職員，再任用職員及び任期付職員の所要人員を算定する。
　　③新たな事務事業の実施など特に必要と認められる場合は，総人員数の見直しを行う。

（３）臨時・非常勤職員，再任用職員及び任期付職員の配置案の作成
　　①平成２６年７月４日付けの総務省通知に基づき，非常勤特別職として任用される嘱託員を一般
　　　職非常勤職員へ任用換えを行う。また，一般職非常勤職員の一括雇用管理制度を構築する。
　　②臨時・非常勤職員，再任用職員及び任期付職員の各課等における平成29年度配置案を作成する。
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３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
□　概ね順調
■　遅れている
□　見直しが必要 

　各課等の所要人員の算定は，業務の量だけではなく難易度も含めて考慮する必要が

あり非常に困難であることから，平成 29 年 4 月の定期人事異動においては，現員数

をもとに配置人数を決定することとした。臨時・非常勤職員を含めた職員の適正な人

員配置については，引き続き検討していく。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）職員構成及び総人員数の見直し
　　・平成29年度当初予算要求に向け，臨時・非常勤職員に関する各課等へのヒアリングを，人事行
　　　政課及び財政課により実施した。配置人数，勤務時間等を査定し，所管課へ人件費の予算要求
　　　を行うよう通知した。
　　・ヒアリング時に，国民体育大会の準備や基幹系システムの入替え等，新たな事務事業等の状況
　　　についての聞き取りも併せて行った。

（２）臨時・非常勤職員，再任用職員及び任期付職員の配置案の作成
　　・平成29年度当初予算要求に向け，臨時・非常勤職員に関する各課等へのヒアリングを，人事行
　　　政課及び財政課により実施した。配置人数，勤務時間等を査定し，所管課へ人件費の予算要求
　　　を行うよう通知した。【再掲】
　　・ヒアリング時に，臨時・非常勤職員の任用状況を個別に確認し，嘱託員ではなく一般職非常勤
　　　職員での任用が適切と判断される者については，平成29年度で任用替えを行うよう周知した。
　　・現在，地方公務員法の改正法案が国会に提出され，臨時・非常勤職員の任用のあり方について
　　　整備される予定である。この改正に基づき，当市においても臨時・非常勤職員の任用について，
　　　所要の措置を講じることとする。

目標到達度 目標未達成 到達度 --- ％ 臨時職員等を含む職員の適正配置案の策定

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

0 905,856 905,856

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民 1 人当たり（77,894 人） 0 12 12

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 ２ 目指すべき職員像と経営強化

推 進 項 目 ― 柔軟で効率的な組織・機構の見直

取 組 項 目 16 効率的で柔軟な組織機構の構築【総務課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　柔軟で効率的な組織機構の見直しの観点から，時代の変化や市民の期待に即応できる効率的

かつ合理的な組織機構として，平成 23 年 5 月にこれまでの 7 部 35 課等から 7 部 33 課等

に見直しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　今後も地方分権及び地域主権の進展とそれに伴って求められる公共サービスに対応した人員

確保の観点を踏まえ，政策課題等に取り組むことのできる組織機構を構築します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　組織機構の見直し・運用
組織機構の

見直し
運用スタート

達成目標 　平成 26 年 4 月に組織機構が改正され，業務が横断的に行われています。

2　平成 25 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

　政策調整機能のさらなる強化，ブランド戦略及び生涯学習事業の推進体制を見直し，組織機構案を

作成する。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）組織の在り方を検討

　　①政策調整機能の一層の強化

　　②ブランド戦略の推進体制見直し

　　③生涯学習事業の推進体制見直し

（２）部設置条例及び行政組織規則改正案の作成
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３　平成 25 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

■　完　了
□　順　調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　組織・機構の改編スケジュールは，例年に比べて 3 か月遅れたが，1 月に議会，2

月に職員へ説明を実施した。市民への周知については，議会の議決後であったことか

ら，新年度当初発行の広報紙りゅうほー 4 月前半号による周知となった。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）主な取組み内容

　　①市民本位のサービスを展開できる組織改編

　　　人事行政課による職員の育成強化と多様な任用形態への対応，市民窓口課による総合的な窓口

　　　業務の推進などを図った。

　　②社会変化や住民ニーズ，権限委譲・法改正など，新たな行政課題に対応した組織改編

　　　情報政策課で社会保障・番号制度，交通防犯課新設により空き家問題の対応，シティセールス

　　　課新設によりブランド戦略の推進（市のイメージ戦略と情報発信の強化），生涯学習課新設に

　　　よりシルバー世代等の生きがいや学びの欲求への対応を図った。

　　③マネジメント機能の強化，意思決定の迅速化に対応した機能的な組織改編

　　　政策立案・調整機能を新設の総合政策部に集約して市長の政策的判断を迅速に反映するととも

　　　に，危機管理監，危機管理室の市長直轄化と危機事象の一元管理を図った。

　　④公共施設の合理的な管理運営と再編成，指定管理者制度導入等を踏まえた組織改編

　　　資産管理課新設により，公共施設再編成やスポーツ施設の指定管理者制度適用の推進，スポー

　　　ツ推進課新設によりスポーツ健康都市の具体化を図った。

（２）（１）を踏まえ，全庁的な組織・機構の改編案を作成して庁議を経た後，これらを市議会全員

　　協議会において説明し，３月の市議会定例会に部等設置条例の一部改正案を提出した。並行して，

　　諸例規の改正案を作成した。

（３）広報紙を活用した市民への周知は，新年度が開始されてから数日後となるため，当面，窓口で

　　丁寧な案内を行うよう各課へ通知した。

　　　　　　　　　　　　

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

--- --- ---

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

--- --- --- ---

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① --- --- --- ---

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

部課等の数 H26 年度：５部 35 課　　　※H25 年度：５部 34 課　
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 １ 市民に信頼される市政を実現しよう

重 点 項 目 ２ 目指すべき職員像と経営強化

推 進 項 目 ― 柔軟で効率的な組織・機構の見直し

取 組 項 目 17 審議会・委員会等の見直し【企画課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　市民参画の推進の観点から，審議会・委員会等の委員構成は市民参画を基本に公募を行い，

審議会・委員会等を運営しました。

　また，女性委員の拡充を図るため，審議会・委員会等の委員の改選時期には，女性の登用に

配慮しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　社会経済情勢等の変化を踏まえ，既存の審議会・委員会等の見直しを行い，設置目的が薄れ

た審議会・委員会等や類似する審議会・委員会等の統廃合・再編成を行います。

また，審議会・委員会等の見直しと併せて構成員についても見直します。

　このほか，公募による市民参画だけではなく，無作為抽出などの手法も検討し，「龍ケ崎市

審議会等の設置及び委員選任に関する要綱」を見直します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　審議会・委員会等の統廃合

　及び構成員の見直し・運用
審議会の 見直し 運用スタート

　

達成目標
　平成 26 年度にそれぞれの審議会・委員会等の設置目的に応じた体制の検討が行われ，平成

27 年度から「龍ケ崎市審議会等の設置及び委員選任に関する要綱」が運用されています。

2　平成 25 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

　審議会，委員会等の設置，運営状況を精査し，統廃合・再編成を行うほか，委員の選任及び公募方
法などの見直しを行い，「龍ケ崎市審議会等の設置及び委員選任に関する要綱」の改正を行う。 

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）審議会等の設置及び運営状況の調査

　　各課の審議会等の設置・運営状況等について調査する。

（２）｢龍ケ崎市審議会等の設置及び委員選任に関する要綱｣の改正検討

　　審議会等の位置付けを整理するとともに，委員の選任及び公募方法等の見直しを踏まえた要綱の

　改正を行う。
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４　平成 25 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

■　完　了
□　順　調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　要綱等で設置している協議会等の設置及び運営状況を調査し，法令による会議の位
置付けを明確化するための整理，見直しを行った。また，この見直しを踏まえ，既定
の要綱を廃止し，新たに附属機関の取扱いに関する要綱を制定した。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）審議会等の設置及び運営状況の調査

　　①法令による会議の位置付けを明確化するため，「龍ケ崎市審議会等の設置及び委員選任に関す

　　　る要綱」で規定する審議会等のうち，要綱等により設置された協議会等の設置及び運営状況に

　　　ついて調査した。

　　②調査の結果を踏まえ，関係課等を対象に「附属機関等に関する説明会」を開催し，附属機関と

　　　要綱等で設置された協議会等の基準や相違点などについて説明するとともに， 当該基準等に照

　　　らし合わせて，審議会等の統廃合や条例化の見直しを行った。

　　（見直し）

　　　・要綱等で定められた協議会等（21 機関）→条例化（新設・統合）：14機関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  →廃止：6 機関

（２）｢龍ケ崎市審議会等の設置及び委員選任に関する要綱｣の改正検討

　　　附属機関と附属機関以外の組織を定義するほか，委員の選任及び公募，会議の運営など，附属

　　　機関等の取扱いに関し必要な事項を定めた「龍ケ崎市附属機関等の取扱いに関する要綱」を新

　　　たに制定した。

　　　※｢龍ケ崎市審議会等の設置及び委員選任に関する要綱」の廃止

　

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 調査完了，新たな要綱の制定

５　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

--- --- ---

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

--- --- --- ---

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① --- --- --- ---

②

③

６　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

- 37 -



行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 ３ 効率的で質の高い市政を実現しよう

重 点 項 目 ５ 市民の視点から捉えた事務事業の総点検

推 進 項 目 ― 行政評価システムのレベルアップ

取 組 項 目 41 新たな行政評価制度の構築・推進【企画課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　行政評価システムのレベルアップの観点から，第 5 次総合計画の進行管理は施策評価で行い，

評価結果を翌年度の事業や予算に反映するとともに，ふるさと龍ケ崎戦略プランの基礎資料と

して活用しました。

　また，事務事業評価の一環として，平成22年度及び平成23年度に事業仕分けを実施し，事

務事業の見直しを行いました。

　施策評価及び事業仕分けの結果は，広報紙及び市公式ホームページに掲載し，幅広く公表し

ました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　ふるさと龍ケ崎戦略プランの進行管理は，これまでの施策評価を見直し，施策及び事務事業

を一体的に評価する新たな施策評価を実施します。

　また，ふるさと龍ケ崎戦略プランに位置づけられていない事務事業の見直しについては，新

たな事務事業評価を構築し，実施します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　新たな施策評価の実施
新たな施策 評価の実施

　新たな事務事業評価の

　構築・実施

制度構築・試行 新たな事務 事業評価の実施

達成目標
　施策評価と事務事業評価を実施し，施策及び事務事業に反映されています。

　また，行政評価の結果がわかりやすく公表されています。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 
達
成
目
標

・龍ケ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理との整合性をはかりながら，ふるさと龍ケ崎
　戦略プランにおける重点戦略や基本目標とそれに関連する主要事業を一体的に評価する。
・第 6 次行政改革大綱の着実な実行に向け，後期アクションプラン掲載事業の評価を実施する。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）施策評価の実施

　　①重点戦略及び基本目標と関連する主要事業の一体的な評価

　　　　ふるさと龍ケ崎戦略プランに掲載する各施策及びそれに関連する主要事業とを一体的に評価

　　　するための「進捗状況評価シート」「進行管理シート」，重点戦略ごとの進捗を確認する「重

　　　点戦略総括シート」により、引き続き施策評価を実施する。

　　　・重点戦略総括シート…重点戦略ごとに取りまとめるシート

　　　・進捗状況評価シート…各施策ごとに作成するシート

　　　・進行管理シート…各主要事業ごとに作成するシート

 　  ②外部組織等による評価

　　　・行政経営推進本部，行政経営評価委員会による施策評価

（２）事務事業評価の実施

　　・後期アクションプランの進行管理シートを作成し，事業の進行管理を行う。

　　・行政経営評価委員会による事業評価　　　
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３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

■　順　調
□　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　平成 27 年度のふるさと龍ケ崎戦略プランの施策及び行政改革大綱後期アクション

プランの事務事業について，行政経営評価委員会による外部視点を取り入れた進捗評

価を行い，結果を市公式ホームページにて公表した。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）施策評価の実施

　　①重点戦略及び基本目標と関連する主要事業の一体的な評価

　　・進行管理シート及び進捗状況評価シートにより，平成27年度ふるさと龍ケ崎戦略プランに掲載

　　　する各施策と主要事業の評価を実施した。また，重点戦略ごとに総括した重点戦略総括シート

　　　を作成し，進捗状況評価シートとともに市公式ホームページ等にて公表し，情報提供を行った。

　　・評価の実施に際しては，各所管課による主要事業の内部評価を進めるのと並行して，客観的な

　　　視点での評価となるよう，指標に対する達成度や近隣市町の実績データとの比較（ベンチマー

　　　キング）を実施した。

　　②外部組織等による評価

　　・行政経営推進会議や行政経営推進本部による内部評価を段階的に行うとともに，外部視点を取

　　　り入れた行政経営評価委員会（8/10）による施策評価を行った。

（２）事務事業評価の実施

　　平成27年度後期アクションプランの進行管理シートを作成し，各所管課による事務事業の進行管

　理を行うとともに，行政経営評価委員会（10/12）にて進捗評価を行った。また，当該進行管理

　シートを市公式ホームページに掲載し，公表した。

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 施策評価及び事務事業評価の実施，公表

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

69,342 1,585,247 1,654,589

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民１人当たり（77,894人） 1 21 22

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

- 39 -



行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 ３ 効率的で質の高い市政を実現しよう

重 点 項 目 ５ 市民の視点から捉えた事務事業の総点検

推 進 項 目 ― 各職場における業務の総点検

取 組 項 目 42 情報資産の利活用【情報政策課】

１　取組項目の内容

前期アクショ

ンプランの取

組結果

　各職場における業務の最適化の観点から，平成 23 年度に中央図書館の図書検索システムを

更新する際，システム運用経費の削減及び広域化の事務統合などが可能となる，クラウドシス

テムを導入しました。

後期アクショ

ンプランの取

組内容

　既存システムを更新する際は，引き続き，費用対効果を検証したうえで，順次クラウド化を

推進します。

　また，基幹系システムなどの情報管理について，コストの適正化の観点から，必要な情報が

どのような形状で管理・保管されているのかなどを把握し，情報資産利活用が可能となるデー

タベースシステムを導入します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　クラウド化の推進
クラウド化の 推進

　情報資産利活用システムの

　構築・導入

情報資産利活用 システムの検討 構築・導入

達成目標
　既存システムを更新する際は，費用対効果を検証したうえで，クラウド化が図られています。

　また，情報資産利活用システムが構築され，コストの適正化などが図られています。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標

・クラウド化の推進：情報セキュリティクラウドの導入
・情報資産利活用システムの構築・導入：情報資産利活用データベースシステムの利用方針の決定

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）クラウド化の推進 （情報セキュリティクラウドの導入）

　　　番号制度の運用開始や日本年金機構の情報流出事故を受けて，国から情報システムのネット

　　ワークの構築方法について，セキュリティ対策の技術的な指針が示された。

　　　これを受けて，ネットワークを主にＬＧＷＡＮ系とインターネット系に分離するため，県及び

　　県内市町村共同による情報セキュリティクラウドを構築する。

　　　この情報セキュリティクラウドの構築により，メールについては，地方公共団体間のみのやり

　　取りに閉ざされたＬＧＷＡＮメールと一般的なインターネットメールに区分される。また，重要

　　データの利用については，ＬＧＷＡＮ系になることで，インターネットから侵入してくるウィル

　　ス感染や，職員による誤った取扱いによるインターネットへのデータ流出の可能性がなくなる。

　　　なお，インターネット系の基盤（サーバ及び関連機器）の管理は，県のデータセンターにおい

　　て行うこととなる。

（２）情報資産利活用システムの構築・導入

　　　前年度，複数データセンターの運用による経費の二重化及び各システム再構築時に新たなカス

　　タマイズによる構築費用が増大することから利用を休止したシステムであるが，今年度決定し再

　　構築を行う住民情報基幹系システム再構築業者と，再度，情報資産利活用システムの利用につい

　　て検討する。
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３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　情報セキュリティクラウドについては，茨城県及び県内４４市町村が共同整備する

方針で進め，企画提案方式により業者選定を行い，第１優先交渉権者が決定し，茨城

県域情報セキュリティクラウドと接続した。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）クラウド化の推進（情報セキュリティクラウドの導入）

　　　H28.  5.11　構築検討ワーキング（第1回）

　　　　　　　　　　　　情報提供依頼内容確認，構築費の確認，費用負担割合の検討

　　　H28.  6.22　構築検討ワーキング（第2回）

　　　　　　　　　　　　調達仕様書の決定

　　　H28.  9.28　いばらき情報セキュリティクラウド構築業務業者選定評価委員会

　　　　　　　　　　　　２業者によるプレゼンテーションを実施し，評価し，最適業者を決定

　　　市単独接続からセキュリティクラウド接続への移行説明会

         H28.11.25    第１回移行説明会

　　　H29.  1.  6    第2回移行説明会

　　　H29.  1.30    第3回移行説明会

         Ｈ29.  3.25　茨城県域情報セキュリティクラウドと接続

（２）情報資産利活用システムの構築・導入

　　　検討した結果，今後の住民情報基幹系システムの運用については，再構築業者が管理するデー

　　タセンターで行うこととなり，複数のデータセンターでの運用経費が必要となることや新住民情

　　報基幹系システムでの情報資産利活用システムへのデータ抽出のためのプログラム構築などのカ

　　スタマイズ費用が新たにが発生することにより，構築費用の増加が見込まれること，さらに，当

　　初目的としていたデータ移行費用の削減が見込まれないことが判明したため，休止することとし

　　た。

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 茨城県域情報セキュリティクラウド導入済

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

0 2,642,079 2,642,079

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民一人当たり（77,894人） 0 34 34

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 ３ 効率的で質の高い市政を実現しよう

重 点 項 目 ５ 市民の視点から捉えた事務事業の総点検

推 進 項 目 ― 民営化・民間委託の推進

取 組 項 目 43 指定管理者制度等の推進【企画課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　民営化・民間委託の推進の観点から，指定管理者制度を導入する公の施設について検討を行

いました。平成 26 年度に総合運動公園に指定管理者制度の適用を目指すこととしました（完

了）。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　平成 26 年度に総合運動公園等のスポーツ関連施設に指定管理者制度を導入した。他の公の

施設についても指定管理者制度の適用について検討を行い，順次，民間活力を積極的に活用し

ます。

　また，社会福祉法人等の民間活力を導入し，旧大宮保育所及び旧北文間保育所跡地に，私立

認可保育所を開設します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　指定管理者制度の推進

（総合運動公園等へ適用，

　順次活用）

指定管理者制度

(総合運動公園

の推進

等に適用) 順次 活用

　民営活力の導入

（旧北文間及び旧大宮保育所跡地

　に私立認可保育所を開設）

民間活力の

(私立認可保育

導入

所の開設)

達成目標
　指定管理者制度及び民間活力の導入などに伴い，民間事業者による公共サービスが展開され

ています。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

　適用施設（12 件 25 施設）の適正な評価を行い，指定管理者制度を推進するとともに，対象施設の
拡大を検討する

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）指定管理者制度の推進

　・指定管理者選定委員会による評価の実施

　・評価結果の行政経営評価委員会への報告

　・平成 29 年度に実施する総括評価の基準，方法の検討

　・関係課との連携，調整

（２）対象施設拡大の検討

　・先進事例調査

　・関係課との連携，調整
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３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　指定管理施設（25 施設）の管理運営に関する評価を行い，会議等で出された改善

事項等について，所管課を通じて適切な改善措置を図った。対象施設の拡大検討につ

いては，関係課と協議を進めているが，具体的な検討には至らず，進捗に遅れが生じ

ている。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）指定管理者制度の推進

　・指定管理者選定委員会による評価の実施（6/29，7/6）

　　　学識経験者や公募市民等で構成する指定管理者選定委員会において，指定管理となっている12
件，25施設について，各施設の所管課が行った一次評価をもとに，最終評価を実施した。

　　　また，最終評価の意見，内容を所管課より各指定管理者へ伝達し，管理運営状況改善，向上の
ために参考とするよう，指導を行った。

　・評価結果の行政経営評価委員会への報告（10/12）

　・指定管理手続条例の制定（H29年3月）

　　　各施設ごとの設置及び管理に関する条例（設管条例）においてそれぞれ規定されている，指定
管理の手続きに関する内容に関し，共通する部分について手続等の統一を図るため，新たに「龍
ケ崎市公の施設に係る指定管理者の手続きに関する条例」の制定と，それに伴う関連する各施設
の設管条例の改正を行った。

（２）対象施設拡大の検討

　・対象施設拡大の検討については，関係課と協議を進め，現状の確認と資料収集を行っているとこ
ろであるが，具体的な検討には至っていない。

　・新たに制定した指定管理者手続条例に基づき，道の駅の指定管理候補者選定手続きを平成29年度
に行う予定であり，そのスケジュール等について所管課と調整を行っているところである。

目標到達度 目標未達成 到達度 --- ％ 対象施設拡大検討の未了

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

35,200 1,056,831 1,092,031

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民１人当たり（77,894 人） 1 14 15

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

指定管理者制度の適用施
設数

適用施設（25 施設）／公の施設（50 施設）
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 ３ 効率的で質の高い市政を実現しよう

重 点 項 目 ５ 市民の視点から捉えた事務事業の総点検

推 進 項 目 ― 市民サービスの向上

取 組 項 目 44
窓口サービスの機能強化【市役所本庁舎 1 階及び 2 階の担当課

（市民窓口課など）・情報政策課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　市民サービスの向上の観点から，住民情報基幹系システムの再構築を行い，転入転出の手続

きや，各種証明書の発行が 1 箇所で行うことができるシステムへの変更及び整備を行いました。

これに伴い，総合的窓口が平成 23 年度に開設されました。

　また，平日昼間に市役所に来庁することができない市民のために，平日夜間及び休日の窓口

開設を平成24年度に試行的に実施しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　市民サービスの向上の観点から，引き続き，平日夜間及び休日の窓口開設を実施します。

また，既存のシステムを更新する際，他の部門のシステムとの連携を図り，窓口サービスの

充実を図ります。

　このほか，総合運動公園などのスポーツ施設のほか，文化会館その他の公共施設もインター

ネット予約の拡充を図ります。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　平日夜間及び休日の窓口開設
平日夜間・ 休日の窓口開設

　システム連携の強化
システム連携 の強化

　公共施設インターネット予約

　の拡充

インターネット 予約の拡充

達成目標
　平日夜間及び休日の窓口開設，システム連携の強化，公共施設インターネット予約の拡充に

伴い，窓口サービスの機能強化が図られています。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

・更に市民サービスの向上のため，休日開庁や夜間窓口の拠点を北竜台ショッピングセンターサプラ
　内に移し，窓口サービスの一層の強化を目指します。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（１）平日夜間及び休日の窓口開設
　　・休日開庁及び夜間窓口延長の機能を備えた，「市民窓口ステーション」の開設
　　・窓口アンケートの実施と業務改善
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３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　これまで本庁舎内で実施してきた夜間窓口の延長（第2・4木曜日）及び休日窓口の
開庁（第2日曜日）の更なる充実を図るため，新たに「市民窓口ステーション」を開
設し，業務を移行した。また，来庁舎へのアンケートの結果，言葉遣いなど職員の窓
口対応や夜間延長・休日開庁に対する評価は高い。引き続き市民目線に立った対応を
心がけるとともに，必要な改善に取り組み，更なる窓口サービスの充実を図っていく。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）平日夜間及び休日の窓口開設
　　年末年始や臨時休業日を除く毎日午後7時まで手続き可能な「市民窓口ステーション」をショッピ
　ングセンターサプラ内に開設し，本庁舎内から業務を移行した。
　（概要）
　　業務時間：午前10時30分～午後7時まで（毎月第2・第4火曜日は，午後5時15分まで）
　　休 業 日 ：年末年始（12月29日～1月3日），ショッピングセンターサプラの全館休館日，
　　　　　　　その他システムメンテナンス日
　　取扱業務：これまでの出張所業務に加え，パスポート交付やマイナンバーカードの交付，転入学
　　　　　　　通知書の交付を行っている。

　　取扱件数（平成28年7月１日～平成29年3月31日）

本庁開庁日（182 日間） 　8,633件 　　47件／1 日平均

本庁閉庁日（82 日間） 　6,078件 　　74件／1 日平均

合計（264 日間） 14,711件 　　56件／1 日平均

　　平成28年11月13日から11月19日にかけて，市民窓口課（本庁）や西部出張所，東部出張所，

　市民窓口ステーションにおいて，各種申請・届出を行った方を対象に「窓口サービスアンケート

　調査」を実施した。その結果，市民窓口ステーションの休日開庁や夜間開庁は，多くの市民から高

　い評価を得ている。また，市民窓口課（本庁）のフロアマネージャーにおいても，親切で分かりや

　すい等の声が寄せられている。一方，職員の対応（態度，説明等）について，不満を感じている人

　が若干名いたことから，必要な改善を行い，窓口サービスの更なる充実を図っていく。

　【次頁に続く】

目標到達度 目標未達成 到達度 --- ％ 予約拡充の方針決定

４　コスト情報

コスト（円

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

23,751,970 29,742,256 53,494,226

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

96 0 0 40

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民１人あたり（77,894人） 305 382 687

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

- 45 -



行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 ３ 効率的で質の高い市政を実現しよう

重 点 項 目 ５ 市民の視点から捉えた事務事業の総点検

推 進 項 目 ― 市民サービスの向上

取 組 項 目 44
窓口サービスの機能強化【市役所本庁舎 1 階及び 2 階の担当課

（市民窓口課など）・情報政策課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　市民サービスの向上の観点から，住民情報基幹系システムの再構築を行い，転入転出の手続

きや，各種証明書の発行が 1 箇所で行うことができるシステムへの変更及び整備を行いました。

これに伴い，総合的窓口が平成 23 年度に開設されました。

　また，平日昼間に市役所に来庁することができない市民のために，平日夜間及び休日の窓口

開設を平成24年度に試行的に実施しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　市民サービスの向上の観点から，引き続き，平日夜間及び休日の窓口開設を実施します。

また，既存のシステムを更新する際，他の部門のシステムとの連携を図り，窓口サービスの

充実を図ります。

　このほか，総合運動公園などのスポーツ施設のほか，文化会館その他の公共施設もインター

ネット予約の拡充を図ります。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　平日夜間及び休日の窓口開設
平日夜間・ 休日の窓口開設

　システム連携の強化
システム連携 の強化

　公共施設インターネット予約

　の拡充

インターネット 予約の拡充

達成目標
　平日夜間及び休日の窓口開設，システム連携の強化，公共施設インターネット予約の拡充に

伴い，窓口サービスの機能強化が図られています。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

・システム連携の強化：住民情報基幹系システム再構築業者の決定
・公共施設インターネット予約拡充：公共施設インターネット予約拡充の方針決定

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

（２）住民情報基幹系システム再構築業者の決定
　　・平成３０年１月に稼働を予定している次期住民情報基幹系システムについては，平成２７年度
　　　に情報提供依頼（ＲＦＩ）を実施し，９業者から情報を取得した。
　　・今年度は，９業者から提供があった情報を参考に情報提供依頼（ＲＦＰ）を実施し，次期シス
　　　テム再構築の第一交渉権者を確定し，契約を締結後再構築作業を開始する。
　　①システム再構築の進め方や基本方針について，情報化推進委員会の承認（５月）
　　②システム再構築業者（第一交渉権者）の決定について，情報化推進委員会の承認（9 月下旬）
　　③システム再構築業者との契約手続き（契約審査会１２月上旬）
　　④システム再構築作業開始（１２月）
（３）公共施設インターネット予約拡充の方針決定（継続）
　　・現行システムについては，昨年９月にリース期間満了となり，次期システムの業者を選定を
　　　行ったところであるが，新システムへの移行作業の工程が予想以上に日数を費やすことが判明
　　　し，現行システムを再リースすることとなり，１年間延長となった。なお，今後の予約対象施
　　　設の拡充化については，茨城県の費用負担の考え方や費用対効果を考慮し，また，予約対象施
　　　設数を増やした場合の管理及び運用体制も考慮し，決定する。
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３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　住民情報基幹系システム再構築については，企画提案実施要領及び要求仕様書等に

基づき，公募により企画提案書の提出を依頼し，新住民情報基幹系システム再構築専

門部会により評価を行い，(株)両毛システムズが第１交渉権者に決定，契約した。現

在各業務ごとの協議など再構築作業を進めている。公共施設予約システムについては，

施設数が増加することにより，負担金が増大する方針が茨城県より示されているため，

検討中である。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（２）住民情報基幹系システム再構築業者の決定
　　5 月 11 日　システム再構築の進め方や基本方針について，龍ケ崎市情報化推進委員会の承認
　　6 月 15 日　市公式サイト及び市掲示板で公募により，企画提案書依頼
　　7 月 29 日　６業者から企画提案書の提出
　　8 月 12 日　１次審査結果通知（６業者→４業者）
　　8 月 24 日及び 26 日
　　　　　　　　４業者によるプレゼンテーション及びデモンストレーション
　　9 月 5 日　　新住民情報基幹系システム再構築専門部会において，評価した結果を踏まえ，第１
　　　　　　　　優先交渉権者及び第２優先交渉権者を決定
　　9 月 26 日　龍ケ崎市情報化推進委員会において，上記専門部会の評価結果を承認
　　9 月 28 日　評価結果通知
　　9 月 29 から 12 月 28 日
　　　　　　　　機能要件等確認作業
　　平成 29 年 1 月 17 日
　　　　　　　　契約締結（ただし，ＢＰＯについては，調整中）　

（３）公共施設インターネット予約拡充の方針決定（継続）
　　　施設数が増加することにより，負担金が増大する方針が茨城県より示されているため，検討中
　　である。　　

目標到達度 到達度 ％ 

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

①

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 ３ 効率的で質の高い市政を実現しよう

重 点 項 目 ５ 市民の視点から捉えた事務事業の総点検

推 進 項 目 ― 施設の有効活用

取 組 項 目 45 公共施設再編成の基本方針の推進【資産管理課・企画課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　施設の有効活用の観点から，少子高齢化の進行及び人口減少社会等に伴う公共施設の機能面

の乖離及び今後の公共施設更新に伴う財政負担を踏まえるとともに，公共施設の必要性の高い

機能を確保するため，「龍ケ崎市公共施設再編成の基本方針」を平成 24 年度に策定しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　公共施設再編成の基本方針の基本的な考え方を踏まえ，公共施設の再編成を推進するため，

個別の施設の取扱などを具体的に定めた行動計画を策定し，行動計画に基づき個別の施設の見

直し及び官民連携を推進します。

　また，公共施設の長寿命化を図るため，各施設の修繕履歴等の情報のデータベース化を行い

ます。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　行動計画の策定・推進
行動計画の策定 行動計画 の推進

　官民連携の推進
官民連携の 推進

　公共施設の長寿命化の推進
長寿命化の 推進

達成目標
　公共施設再編成の基本方針に基づく行動計画が平成 25 年度に策定され，公共施設の機能面

や管理面の改善，再編成などを計画的に推進しています。

　また，各施設の修繕履歴等がデータベース化されています。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

・旧長戸小学校の利用方針を確立する。
・公共施設再編成の第１期行動計画の推進支援（給食センターの一元化及び保健福祉施設の複合化
　に向けて，原課における所定業務が行動計画スケジュールで進行する。）
・公共施設再編成の第２期行動計画を策定する。
・公共施設の一元管理システムを運用していく。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど

（１）行動計画の策定，推進

　　①旧長戸小学校の利用方針の確立

　　　地元住民等から意見を聴取し，利活用事業想定を複数設定したうえで活用方針を決定する。

　　②第１期行動計画の推進

　　　学校給食センター統合業務及び保健福祉施設の複合化・多機能化に向けた支援を行う。

　　③第２期行動計画の策定　　　

　　　公共施設の複合化や多機能化等について，計画登載施設の現状や進むべき方向性を整理し，第

　　２期行動計画を策定する。

　　④公共施設等マネジメント推進委員会の実施

　　⑤議会・市民との意見交換・情報提供　　　

（２）官民連携の推進

　　①民間施設の借用による駅前こどもステーション開設及び市民窓口ステーション開設

　　②官民連携による給食センター建設

　　　給食センター整備にかかる実施方針，要求水準書等の作成支援を行う。

（３）公共施設の長寿命化の推進

　　①保全マネジメントシステムの運用   　

　　②中期５か年保全計画の策定
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３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　旧長戸小学校活用検討会の意見をまとめ，利用方針を確立した。公共施設再編成の
第 2 期行動計画を平成 29年 2月に策定した。保全マネジメントシステムについて，
施設所管課での運用を開始し，新たにエネルギー情報を入力した。今後，入力した
データを公共施設マネジメントに反映させることが課題である。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）行動計画の策定，推進

　　①旧長戸小学校の利用方針の確立

　　　旧長戸小学校活用検討会の意見をまとめ，利用方針を確立した。

　　②第１期行動計画の推進

　　　新学校給食センターの建設先を決定し，事業スケジュールを調整した。また，新保健福祉施設

　　　建設用地の購入を支援し，事業スケジュールを調整した。

　　③第２期行動計画の策定（平成29年2月）

　　④公共施設等マネジメント推進委員会の実施

　　　幅広い視点から検討した。開催日：7/14，11/17，1/26

　　⑤議会・市民との意見交換・情報提供

　　　市民フォーラムを開催し，再編成に向けた意見交換を実施した。

　　　開催日：11/26　参加者：107名

（２）官民連携の推進

　　①民間施設の借用による駅前こどもステーション開設：6/27

　　②民間施設の借用による市民窓口ステーション開設：7/1

　　③学校給食センター整備（ＤＢ方式）にかかる基本計画の作成を支援

　　　した。

（３）公共施設の長寿命化の推進

　　①保全マネジメントシステムの運用   

　　　地球温暖化防止実行計画に基づく取組状況報告について，保全マネ

　　　ジメントシステムを利用しエネルギー情報の一元化を行った。

　　②中期５か年保全計画の策定

　　　公共施設の修繕について各所管課と緊急性・妥当性を調整し，中期５か年保全計画を策定した。

目標到達度 目標達成 到達度 --- ％ 第 2 期行動計画の策定

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

1,220,906 15,852,472 17,073,378

構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民1人当たり（77,894 人） 16 204 220

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 
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行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 ３ 効率的で質の高い市政を実現しよう

重 点 項 目 ６ 未来につながる安定した財政運営

推 進 項 目 ― 財政収支の把握・財政情報の公表

取 組 項 目 46 財政情報の公表【財政課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　財政情報の公表の観点から，予算・決算の概要を家計に例えてわかりやすく公表したり，予

算の編成過程を節目節目で公表したり，財務諸表などの財政情報を積極的に公表しました。

　また，財政規律の強化の観点から，「龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例」及び施

行規則を平成24年10月に施行し，この中で財政収支の見通しなどの公表を義務付けました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　財政状況に関して市民との情報共有を図るため，毎年度の当初予算の状況を含めた編成過程

及び歳入歳出決算の状況などを公表します。

また，単年度の財政状況だけでなく，長期的な視点から，財政収支の見通しについても公表

します。このほか，金融機関等に企業会計の分析手法を勘案した財政情報を提供します。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　当初予算の状況及び編成過程など

　の公表（条例第 6 条関連）

当初予算 などの公表

　財政収支見通しの公表

　（条例第17条関連）

財政収支 見通しの公表

　企業会計を勘案した財政

　情報の提供（条例7条関連）

財政情報の 提供

達成目標
　当初予算の編成過程の状況などが公表され，財政状況について市民と共有化が図られていま

す。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

　財政運営の基本指針等に関する条例及び施行規則に基づき，財政に関する情報などを適時適切に公
表し，わかり易さや透明性の向上に努めます。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

　予算編成プロセスの透明化・可視化に継続的に取り組む中で，新年度予算における事業別査定状況

や重点事業の概要について，内容の充実を図る。

　また，財政状況などの公表に当たっては，広く市民などの理解を得られるよう，わかりやすさや迅

速さに留意しつつ，ホームページや広報記事の内容を精査する。
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３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

■　順　調
□　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　当初予算要求・査定状況の公表内容について，平成 29 年度当初予算編成に係る要

求基準等をはじめ，会計別・款別，事業別の査定状況や事業概要等について，市公式

ホームページにて順次公開した。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

　予算・決算等の広報紙りゅうほーへの掲載を継続して行うとともに，市公式ホームページでの公開
を行っている旨周知した。　

　広報紙掲載　H28.4月後半号　  　平成28年度予算概要

　　　　　　　H28.10月前半号　　平成27年度決算の状況

　平成29年度当初予算編成において、要求及び査定状況について，会計別・款別・事業（事業概要を

含む。）別に，6回に渡り市公式ホームページに公開した。

　また，平成29年度予算案についてまとめた「予算の概要」を作成，公表している。

　【1回目】平成28年11月10日【要求】　収支ギャップ21億4,000万円

　【2回目】平成28年12月15日【2次査定】　収支ギャップ10億6,200万円　

　【3回目】平成28年12月26日【内示】　収支ギャップ6億9,900万円

　【4回目】平成29年  1月10日【調整】　

　【5回目】平成29年  1月16日【2次調整】　

　【6回目】平成29年  2月14日【予算案】　

　財政収支見通しについては，第2次中期財政計画及び平成29年度主要施策アクションプランの策定

過程に合わせて，条件や時点の異なる3種類の収支見通しを作成・公表した。

　1　平成28年10月現在　【通常ベース】

　2　平成28年10月現在　【アクションプラン搭載予定事業1次査定ベース】

　　　　　　　　　　　　　※第2次中期財政計画に掲載

　3　平成29年2月現在  　【平成29年度当初予算及び平成29年度主要施策アクションプラン反映】

目標到達度 目標達成 到達度 　---　 ％ 市公式ホームページで公開

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

0 603,904 603,904

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民１人当たり（77,894人） 0 8 8

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 

- 51 -



行政改革大綱・後期アクションプラン　進行管理シート

基　本　方　針 ３ 効率的で質の高い市政を実現しよう

重 点 項 目 ６ 未来につながる安定した財政運営

推 進 項 目 ― 中期財政計画の策定・推進

取 組 項 目 47 中期財政計画の推進【財政課】

１　取組項目の内容

前期アクシ

ョンプラン

の取組結果

　財政健全化プランの策定・推進の観点から，基礎自治体としての責任と役割を果たすととも

に，持続可能な行政運営を担保する柔軟な財政構造を構築するため，「龍ケ崎市第 3 次財政健

全化プラン」を平成 22 年 5 月に策定し，財政健全化に関する取組を推進してきました。

　また，財政規律の強化の観点から，「龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例」及び施

行規則を平成24年10月に施行し，当該条例及び施行規則の中で財政運営の目標を達成及び維

持するため，「中期財政計画」を平成24年度に策定しました。

後期アクシ

ョンプラン

の取組内容

　財政力の向上を図るため，財政指標を用いて 5 つの目標を定めた，中期財政計画を推進しま

す。

取組事項 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

　中期財政計画の推進
中期財政 計画の推進

達成目標 　中期財政計画で定めた 5 つの目標を達成しています。

2　平成 28 年度の達成目標と取組事項 

達
成
目
標 

　 積立金残高比率について，目標値である 35％以上を維持します。
　経常収支比率について，前年度より低減させ，中期財政計画期間内の目標達成（90％以下）に向け
た財政運営に努めます。

目
標
達
成
に
向
け
た
具
体
の
取
組
事
項
な
ど 

　積立金残高比率について，将来の財政需要を見据え，財政調整基金の積み増しに努める。

　経常収支比率について，目標の実現に向け，中期財政計画に沿った財政力強化の取組を継続して推

進し，当初予算段階の財源不足を解消する。
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３　平成 28 年度取組状況

実施工程進捗状況 取組状況と事業推進上の課題 

□　順　調
■　概ね順調
□　遅れている
□　見直しが必要 

　H28 年度決算の積立金残高比率は 44.3％となり，目標値の 35％以上を維持した。

近年改善傾向にあった経常収支比率については，93.8％となり，再び悪化に転じた。

今後も，中期財政計画の取組を継続し，持続可能な財政基盤を構築していく必要があ

る。

具
体
の
活
動
実
績
及
び
成
果 

（１）経常収支比率

　　H28年度決算の経常収支比率は93.8％となり，前年度から3.7ポイント上昇に転じ，目標

　（90.0％）の達成には至らなかった。市税や地方消費交付金等の一般財源の減収といった歳入環境

　の悪化が主な要因である。今後も道の駅整備事業などの大型事業の実施が予定されており，目標の

　達成は難しい状況ではあるが，第2次中期財政計画の取組による収支改善により，比率の減少に努め

　る。

（２）積立金残高比率

　　H28年度決算の積立金残高比率は44.3％となり，H27年度に引き続き，目標値の35％以上を維

　持した。H28年度当初予算段階で財源不足のため386,000千円の財政調整基金の繰入を予算計上

　していたが，9月補正でH27年度決算の実質収支（1,304,685千円）を活用し，繰入を解消するこ

　とができた。

　　また，将来の施設の更新需要等に備えるため，公共施設等維持整備基金，義務教育施設整備基金

　にそれぞれ2億円の積立を行った。

　　これにより，H28年度決算においても目標を達成できる見込みであるが，財政収支見通しにおい

　ては，今後予定されている大型事業の実施等により，平成38年度に約48億円の累積収支不足が見

　込まれ，将来的には，基金の減少により再び目標値を割り込むことが危惧される。

　　そのため，第2次中期財政計画においては，過度に基金に頼ることがないよう，計画期間5年間で

　累計10億円の収支改善を目標とした。

目標到達度 目標未達成 到達度 50 ％ 経常収支比率及び積立金残高比率の目標値

４　コスト情報

コスト（円） 

事業費（決算額）（A） 人件費（按分）（B） 総事業費（A＋B） 

0 75,488 75,488

財源構成（％） 
市（税等 ) 国県支出金 借入金（市債） その他（受益者負担金等)

100 0 0 0

単位コスト（円） 事業費（C） 人件費（D） 総事業費（C＋D） 

① 市民１人当たり（77,894人） 0 1 1

②

③

５　活動実績や成果に関する指標

指　　標 実績値，推移，他自治体比較など 
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